
議第１５５号 

   呉市港湾管理条例及び呉市天応桟橋管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市港湾管理条例及び呉市天応桟橋管理条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市港湾管理条例及び呉市天応桟橋管理条例の一部を改正する条例 

 （呉市港湾管理条例の一部改正） 

第１条 呉市港湾管理条例（昭和３０年呉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。

改正前 改正後 

別表第２（第１３条関係） 

港湾施設使用料 

別表第２（第１３条関係） 

港湾施設使用料 

施設 種別 単位 金額 摘要 

岸壁，物

揚場及び

桟橋（可

動橋を除

く。） 

使用料 船舶  １ 外航船舶

（国内及び

国内以外の

地域にわた

つて行われ

る旅客又は

貨物の輸送

に携わる船

舶をいう。以

下同じ。）を

除く船舶に

あつては，

２．６円につ

いては０．２

円を，３．４ 

 総トン数１トンにつき  

 水深 ４．５メートル

未満 

 

 係留１２時間まで ２．６円 

  係留１２時間を超え

２４時間まで 

３．４円 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

３．４円 

  水深 ４．５メートル

以上 

７．５メートル

未満 

 

  係留１２時間まで ３．８円 

施設 種別 単位 金額 摘要 

岸壁，物

揚場及び

桟橋（可

動橋を除

く。） 

使用料 船舶  １ 外航船舶

（国内及び

国内以外の

地域にわた

つて行われ

る旅客又は

貨物の輸送

に携わる船

舶をいう。以

下同じ。）を

除く船舶に

あつては，

２．６円につ

いては０．２

円を，３．４ 

 総トン数１トンにつき  

 水深 ４．５メートル

未満 

 

 係留１２時間まで ２．６円 

  係留１２時間を超え 

２４時間まで 

３．４円 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

３．４円 

  水深 ４．５メートル

以上 

７．５メートル

未満 

 

  係留１２時間まで ３．８円 



  係留１２時間を超え 

２４時間まで 

５．０円 円，３．８円

については

それぞれ０．

３円を，５．

０円につい

ては０．４円

を，６．７円

については

０．５円を加

算した額と

する。 

２ 翌日以降

の荷役を目

的として午

後５時以降

に船舶を係

留する場合

は，当該係留

を開始した

日の翌日の

午前８時か

ら使用した

ものとみな

す。 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

５．０円 

  水深 ７．５メートル

以上 

 

  係留１２時間まで ５．０円 

  係留１２時間を超え 

２４時間まで 

６．７円 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

６．７円 

  積荷又は揚荷  

  １回１平方メートルに

つき 

 

  ６時間まで 無料 

  ６時間を超え２４時

間までごとに 

３．４円 

 略 １日１６回以

上の定期航路 浮桟橋 係船料 定期船  

  係留１２時間を超え 

２４時間まで 

５．０円 円，３．８円

については

それぞれ０．

３円を，５．

０円につい

ては０．５円

を，６．７円

については

０．６円を加

算した額と

する。 

２ 翌日以降

の荷役を目

的として午

後５時以降

に船舶を係

留する場合

は，当該係留

を開始した

日の翌日の

午前８時か

ら使用した

ものとみな

す。 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

５．０円 

  水深 ７．５メートル

以上 

 

  係留１２時間まで ５．０円 

  係留１２時間を超え 

２４時間まで 

６．７円 

  係留２４時間を超え 

２４時間までご

とに 

６．７円 

  積荷又は揚荷  

  １回１平方メートルに

つき 

 

  ６時間まで 無料 

  ６時間を超え２４時

間までごとに 

３．４円 

 略 １日１６回以

上の定期航路 浮桟橋 係船料 定期船  



  係留１回総トン数１ト

ンにつき 

 に専用させる

者については，

２割を減額す

る。 

  ３時間まで ３．０円 

  ３時間を超え２４時

間までごとに 

３．７円 

  不定期船  

  係留１回総トン数１ト

ンにつき 

  

  ３時間まで ３．７円  

  ３時間を超え２４時

間までごとに 

７．２円  

  略 

 略 

起重機 使用料 起伏式天井型２５トン   

１台１時間までごとに ５，７６０

円 

 

荷さばき

地 

使用料 １平方メートル１日につ

き 

５．３円  

 略 

船舶給水

施設 

使用料 接岸給水  １ 外航船舶

を除く船舶

にあつては，

３６円を加

算した額と

する。 

 １立方メートルまでご

とに（水料とも） 

４５４円 

    ２ 午後５時 

  係留１回総トン数１ト

ンにつき 

 に専用させる

者については，

２割を減額す

る。 

  ３時間まで ３．０円 

  ３時間を超え２４時

間までごとに 

３．７円 

  不定期船  

  係留１回総トン数１ト

ンにつき 

  

  ３時間まで ３．７円  

  ３時間を超え２４時

間までごとに 

７．３円  

  略 

 略 

起重機 使用料 起伏式天井型２５トン   

１台１時間までごとに ５，８６０

円 

 

荷さばき

地 

使用料 １平方メートル１日につ

き 

５．４円  

 略 

船舶給水

施設 

使用料 接岸給水  １ 外航船舶

を除く船舶

にあつては，

４５円を加

算した額と

する。 

 １立方メートルまでご

とに（水料とも） 

４５４円 

    ２ 午後５時 



    ３０分から

翌日の午前

７時までの

間に使用す

る場合は，５

割増しとす

る。 

 略 

緑地 使用料 １ 露天営業その他これ

に類するもの  

 

  １平方メートル１日

につき 

５７円  

  ２ 行商，募金又は業と

して写真を撮影するも

の 

  

  １人１日につき ３５０円  

  ３ 業として映画を撮影

するもの  

 

  １日につき ５，２９２

円 

 

  ４ 興行，展示会その他

これらに類する催しを

するもの 

  

  (1) 入場料の類を徴収

しない場合 

  

  １平方メートル１日 ２２円  

    ３０分から

翌日の午前

７時までの

間に使用す

る場合は，５

割増しとす

る。 

 略 

緑地 使用料 １ 露天営業その他これ

に類するもの  

 

  １平方メートル１日

につき 

５８円  

  ２ 行商，募金又は業と

して写真を撮影するも

の 

  

  １人１日につき ３５６円  

  ３ 業として映画を撮影

するもの  

 

  １日につき ５，３９０

円 

 

  ４ 興行，展示会その他

これらに類する催しを

するもの 

  

  (1) 入場料の類を徴収

しない場合 

  

  １平方メートル１日 ２２円  



  につき   

  (2) 入場料の類を徴収

する場合 

  

  １平方メートル１日

につき 

５６円  

 略 
 

  につき   

  (2) 入場料の類を徴収

する場合 

  

  １平方メートル１日

につき 

５７円  

 略 
 

備考 略 備考 略 

 （呉市天応桟橋管理条例の一部改正） 

第２条 呉市天応桟橋管理条例（平成１２年呉市条例第４１号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示すように改正する。

改正前 改正後 

別表（第９条関係） 

施設 種別 単位 金額 適用 

浮 桟

橋 

係船料 定期船  １日１６回以上の定

期航路に専用させる

者については，２割

を減額する。 

 係留１回総トン数１ト

ンにつき 

 

 ３時間まで ３．０円 

 ３時間を超え２４時

間までごとに 

３．７円 

 不定期船   

 係留１回総トン数１ト

ンにつき 

  

 ３時間まで ３．７円  

 ３時間を超え２４時

間までごとに 

７．２円  

 

別表（第９条関係） 

施設 種別 単位 金額 適用 

浮 桟

橋 

係船料 定期船  １日１６回以上の定

期航路に専用させる

者については，２割

を減額する。 

 係留１回総トン数１ト

ンにつき 

 

 ３時間まで ３．０円 

 ３時間を超え２４時

間までごとに 

３．７円 

 不定期船   

 係留１回総トン数１ト

ンにつき 

  

 ３時間まで ３．７円  

 ３時間を超え２４時

間までごとに 

７．３円  

 



 略  
 

 略  
 

備考 略 備考 略 

付 則 

 この条例は，平成３１年１０月１日から施行する。 

 

 

 

（提案理由） 

 消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い，所要の規定を整備するため，この条例案を提出する。 

 


